
令和６年度 釧路東部消防組合消防職員採用試験実施要領 

 

  令和６年度に新規採用となる釧路東部消防組合消防職員の採用試験を次のとおり 

実施します。 

 

１．受 付 期 間  令和５年７月３１日（月）～８月１４日（月）まで（当日消印有効） 

 

２．採 用 予 定  （1）採用予定数 若干名  

（2）初任配属先 組合管轄内（釧路町・厚岸町・浜中町）各消防署  

（3）採用予定日 令和６年４月１日                    

３．受 験 資 格  

（1）平成１１年４月２日以降に出生した方 

（2）両眼とも視力 0.5 以上又は矯正視力 0.8 以上で強度の色弱でない方 

（3）聴力が左右ともに正常であること。 

（4）高等学校卒業者（令和６年３月卒業見込みの方を含む）、又はこれと同等以上の学力を

有する方。救急救命士は救急救命士法（平成３年法律第 36 号）第３条に基づく救急救

命士国家試験に合格し取得した方、又は取得見込みの方 

（5）普通又は大型自動車運転免許を取得済みの方、又は採用後に同資格を取得する意思の 

   ある方（AT 車限定は除く） 

 

４．欠 格 条 項 （地方公務員法第16条の各号のいずれかに該当する方は受験できません） 

（1）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなく

なるまでの方 
（2）当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け当該処分の日から２年を経過しない

方 
（3）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条まで

に規定する罪を犯し刑に処せられた方 

（4）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

５．居 住 地  原則として、採用後は上記２の勤務予定地に居住可能な方 

 

６．提 出 書 類  ①自筆の申込書１通（組合指定用紙に３ケ月以内に撮影した脱帽の上 

          半身写真を貼り付けたもの）      

 ② 終学校の卒業証明書（在学生については卒業見込証明書）１通 

（※本人開封は無効となりますので注意願います。） 

         ③運転免許取得済みの方は、運転免許証の写し１通 



         ④救急救命士資格取得済の方は、免状の写し１通 

          

７．試 験 科 目  一次試験：筆記試験（一般教養・適性検査・小論文「800 字程度」） 

         二次試験：面接試験・体力測定 

 

８．試 験 日  一次試験：令和５年 ９月１７日（日）午前９時２５分開始 

         二次試験：令和５年１０月（中旬から下旬に予定） 

 

９．試 験 場 所  一次試験：釧路東部消防組合釧路消防署 

（釧路町東陽大通西 3 丁目 3 番地 3） 

二次試験：釧路東部消防組合消防本部 

（厚岸町宮園 2 丁目 414 番地 2） 

 

10．受験申込書  組合消防本部及び各消防署にあります。郵送で請求する場合は 

         返信用封筒に住所氏名を記載し切手を貼り請求して下さい。 

         また、当組合のホームページからもダウンロードできます。 

          （http://www6.marimo.or.jp/kushiro-tobu/） 

 

11．合 格 発 表  一次試験の合格発表は、１０月上旬に通知予定 

（※組合ホームページからも確認できます。） 

         

12．申 込 先  〒088－1124 厚岸郡厚岸町宮園 2 丁目 414 番地 2 

          釧路東部消防組合消防本部 総務課 宛 

         （郵送又は持参して下さい。郵送は令和５年８月１４日消印有効） 

 

13．勤 務 条 件 

（1）身 分 

   釧路東部消防組合の消防職員（一般職の地方公務員）となります。 

（2）勤務時間 

   毎 日 勤 務 者：午前８時４５分から午後５時１５分 

   交替制勤務者：午前８時４５分から翌日午前８時４５分 

   ※原則として交替制勤務となります。 

（3）休 暇 

 （ｱ）年次休暇 

    １年度につき２０日の年次有給休暇があります。 

 （ｲ）特別休暇 

    夏季休暇（年３日）、結婚休暇、出産休暇、育児休暇など各種特別休暇があります。 



（4）給 与 

 （ｱ）給 料 

    初任給は、高校卒 154,600 円・短大卒 167,100 円・大学卒 185,200 円で、年齢・職

歴・学歴などを換算して決定します。 

 （ｲ）手 当 

    期末・勤勉手当（６月・１２月支給） 

    扶養手当・通勤手当・住居手当など（毎月支給） 

    寒冷地手当（１１月～３月） 

    ※それぞれの支給要件に応じて支給されます。 

（5）福利厚生事業 

 （ｱ）共済組合  本人や家族の病気・ケガ・出産・災害等に対する給付事業、各種年金 

          給付事業、住宅資金等の貸付事業 

 （ｲ）福祉協会  福利厚生事業、生活資金等の貸付事業、医療給付事業 

（6）公務災害補償 

   公務上の災害について、地方公務員災害補償法による補償を受けることになります。 

 

14．問い合せ先  釧路東部消防組合消防本部 総務課まで 

          TEL：０１５３－５２－５１１１ 

          問い合せ時間 ８時４５分から１７時１５分まで（土日祝日は除く） 

 

15．そ の 他  一次試験日には、「筆記用具・昼食」を持参して下さい。 

集合時間等は、後日通知します。 

 

 

 

 


